
『個別の診療報酬の算定項⽬の分かる明細書』の発⾏
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、
領収証の発⾏の際に個別の診療報酬の算定項⽬の分かる明細書を無料で発⾏致します。
（公費負担医療の受給者で医療費の⾃⼰負担のない⽅も含む）

夜間・早朝加算
以下の時間帯に受診された場合は、法律の定めにより診療時間内であっても
『夜間早朝等加算』（50点）が算定されます。
平⽇：18時〜 ⼟曜：12時〜

指定医療機関
当院は以下の指定医療機関です
健康保険法（第63条第3項第1項）
労災保険
⽣活保護法
難病の患者に対する医療等に関する法律
原⼦爆弾被爆者に対する援護に関する法律



➢医療情報取得加算
オンライン資格確認を⾏う体制を有しています。マイナ保険証の利⽤を通じて、患者様の医療情報を取得・活⽤す
ることにより、質の⾼い医療の提供に努めてまいります。

➢医療DX 推進体制整備加算
医療DX推進の体制に関する事項及び質の⾼い診療を実施するための⼗分な情報を取得・活⽤し診療を⾏っており
ます。

➢明細書発⾏体制等加算
明細書につきましては無料で交付致します。また⾃⼰負担のある患者様には『診療報酬明細書』『領収書』を交付
しております。

➢⼀般名処⽅加算
現在、⼀部医薬品について全国的に⼗分な供給が難しい状況が続いております。⼀般名処⽅によって特定の医薬品
の供給が不⾜した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。

➢ベースアップ評価料
2024年6⽉施⾏の診療報酬改定により、本評価料は医療従事者の処遇改善にその全額を充当することにより、物価
⾼騰の中、医療従事者が安⼼して職務に従事することを⽬的としております。
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